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１章 調査の概要 

１．調査の目的 

県では、企業の「仕事と家庭の両立」に関する意識や実態把握のため、平成１７年度から２１年度

まで２年ごとに「出産・子育て期における男女労働実態調査」を実施し、企業の次世代育成支援対策

の促進事業、少子化対策事業などを推進してきたところである。 

平成２３年度からは、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の推進に活用していくため、

「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」として内容を一部変更して実施している。 

今年度の調査は、前回調査（平成29年度調査、以下同じ。）をフォローするとともに、「働き方改革

関連法」に係る設問を新たに加えて、今後の施策展開の基礎資料とするために実施したものである。 

 
２．調査項目 

・ 回答事業所の属性（業種、従業員数、直近の売上高） 

・ 働き方改革関連法（内容の認知）【新規】 

・ 長時間労働の是正（平均残業時間、長時間労働の発生状況、取組、課題） 

・ 休暇の取得促進（年次有給休暇の平均取得率、取得促進のための取組、課題） 

・ 不合理な待遇差の解消（同一労働同一賃金の対象となる非正規社員の割合、取組、課題）【新規】 

・ 女性の活躍推進（管理職の割合、取組、課題） 

・ シニア社員の活躍推進（正社員・非正規社員に占める割合、取組内容、課題） 

・ 職場におけるハラスメントの状況（相談や苦情の状況、防止に向けた取組） 

・ 仕事と育児・介護の両立支援（育児休業・介護休業制度などの整備・取得状況、課題など） 

・ テレワークについて（導入状況、課題） 

・ ワーク・ライフ・バランス全般について（考え方、行政に期待すること） 

 
３．調査対象 

従業者規模 抽出方法 抽出数（件） 

30人以下の事業所 無作為抽出 540 

31人以上50人以下の事業所 無作為抽出 540 

51人以上100人以下の事業所 無作為抽出 720 

101人以上200人以下の事業所 無作為抽出 1,073 

201人以上300人以下の事業所 全抽出 367 

300人以下の事業所合計 3,240 

301人以上の事業所 無作為抽出 360 

合  計 3,600 

 （抽出条件） 

平成28年経済センサスの情報を基礎とした平成29年次フレーム（母集団情報）に基づく県内の事業所

（公共・個人事業主を除く）より従業者規模別に抽出した。 
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４．調査票の配付 

１）調査方法 

調査票の郵送配付・郵送回収 

２）調査期間 

令和元年 7月 10 日から令和元年 8月 30日まで 

３）回収状況 

調査票発送数 3,600通（前回 3,600通） 

今回の返戻数   145通（あて先不明等で返戻されたもの）（前回 151通） 

有効配付数： 3,455件（前回 3,449件） 

有効回収数： 1,209件（前回 1,117件） 

回 収 率：   35％（前回 32.4％） 

 
５．集計にあたって 

１）数値について 

・ 調査結果の数値は、原則として有効回収に対する回答率〔※有効回答数/有効回収数（％）〕

を表記してあり、小数点第２位を四捨五入し小数点第１位までを表記している。このため、

単数回答の合計が100.0％とならない場合がある。また、一人の回答者が２つ以上の回答をし

てもよい質問（複数回答）では、回答の合計は100％を上回ることもある。 

・ 本文やグラフ・数表上の選択肢表記は、場合によっては語句を簡略化してある。 

・ 経年変化の比較については、原則として３か年以上継続的に調査した設問、または経年変化

の傾向を把握する必要性が高い設問について掲載している。 

２）自由意見について 

・ 自由意見は、意見の主旨から分類し、終わりにまとめて掲載した。 
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２章 回答事業所の属性 

１．業種 

図表－1 業種（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．従業員数 

 

図表－2 従業員総数（n=1,209） 
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その他

無回答
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３．直近の売上高 

  

図表－3 直近の売上高（n=1,209） 
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３章 調査結果 

１．働き方改革関連法 

（１）働き方改革関連法の内容理解 

◆「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」と「時間外労働の上限規制」の内容理解が９割を超える。 

 

 

働き方改革関連法の内容理解について、「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」が96.8％と最も

高く、次いで、「時間外労働の上限規制」(93.7％)、「不合理な待遇差の解消（同一労働同一賃金）」

（83.4％）、「月60時間残業の割増賃金率引上げ」（80.4％）となっている。一方で「高度プロフェッ

ショナル制度」は47.5％と半数に達していない。 

 

 

図表－4 働き方改革関連法の内容理解（n=1,209） 
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従業員規模別に見ると、規模が大きくなるに従い、内容理解の割合が高くなる傾向が見られる。 

 

 

 

図表－5 働き方改革関連法の内容理解（従業員規模別） 

「内容を理解している」回答割合 
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２．長時間労働の是正 

（１）正社員の直近１カ月あたりの平均残業時間 

◆回答事業所の９割が４０時間未満。一方で５０時間以上は3.3％。 

 

 

正社員の直近１カ月あたりの平均残業時間をみると、「1～10時間未満」が28.7％と最も高く、次

いで、「10～20時間未満」(27.7％)となっている。一方で「50時間以上」は3.3％となっている。 

また、「把握していない」も0.6％あった。 

 

図表－6 正社員の直近１カ月あたりの平均残業時間（n=1,209） 
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前回（平成29年度）調査との比較でみると、「20～30時間未満」が増加しており、30時間以上は減

少している。 

 

 

図表－7 正社員の直近１カ月あたりの平均残業時間（結果の推移） 
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業種別に見ると、『医療・福祉』は「０～20時間未満」が89.8％と他業種に比べ高い。 

一方で、「50時間以上」の割合で見ると、『運輸業・郵便業』(17.5％)と『飲食店・宿泊業』

（14.3％）が他業種に比べ高い。 

 

 

図表－8 正社員の直近１カ月あたりの平均残業時間（業種別） 
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0
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間
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間
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満
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間
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上

無
回
答

把
握
し
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い
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0
時
間
未
満
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従業員規模別では、どの層でも「０～20時間未満」が６割前後となっている。 

一方で、「50時間以上」は「31～50人」の事業所で6.7％と最も高い。 

 

 

図表－9 正社員の直近１カ月あたりの平均残業時間（従業員規模別） 
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時
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（２）１カ月あたりの平均残業時間が４５時間以上の正社員の割合 

◆「０％」が４割。一方で「20％以上」が7.9％。 

 

 

１カ月あたりの平均残業時間が４５時間以上の正社員の割合をみると、「０％」が40.9％と最も高

く、次いで、「１～５％未満」(29.6％)となっている。一方で「20％以上」は7.9％となっている。 

 

 

図表－10 １カ月あたりの平均残業時間が４５時間以上の正社員の割合（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

０％

１～５％未満

５～７％未満
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業種別に見ると、『医療・福祉』では「０％」の回答割合が66.4％と最も高く、やや離れて『教

育・学習支援業』（44.9％）が次いでいる。 

一方で、『運輸業・郵便業』は「20％以上」が36.0％と最も高く、やや離れて『飲食店・宿泊業』の

（11.4％）が次いでいる。 

 

 

図表－11 １カ月あたりの平均残業時間が４５時間以上の正社員の割合（業種別） 
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その他 (33)
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従業員規模別に見ると、規模が大きくなるに従い、「０％」の割合が低くなり「１～５％未満」の

割合が高くなる傾向が見られる。 

 

 

図表－12 １カ月あたりの平均残業時間が４５時間以上の正社員の割合 

（従業員規模別） 
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（３）「時間外労働の上限規制」への取組（予定を含む） 

◆「時間外労働協定（36協定）の締結」が８割弱と最も高い。 

 

 

「時間外労働の上限規制」への取組（予定を含む）としては、「時間外労働協定（36協定）の締結」

が77.4％と最も高く、次いで「適正な人員配置・人員増強」（68.0％）、「入退時間のシステム管理

（タイムカード・パソコン管理など）」（65.1％）、「業務の計画や内容の見直し（業務の効率化）」

（58.0％）となっている。 

 

 

 

図表－13 「時間外労働の上限規制」への取組（予定を含む） 

〔複数回答：該当するものすべて〕（n=691） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時間外労働協定（36協定）の締結

適正な人員配置・人員増強

入退時間のシステム管理（タイムカード・パソコン管理など）

業務の計画や内容の見直し（業務の効率化）

身近な上司（課長、部長等）からの声かけ

残業の事前承認

仕事の標準化（他のメンバーで仕事を代替できる）

変形労働時間制やフレックスタイム制の導入・活用

計画的な残業禁止日（ノー残業デー等）の設定

労働時間の短縮や業務効率に係る労使宣言や労使合意

取引先との余裕をもった納期設定や受注調整

勤務間インターバル制度の導入・活用

その他

特に取り組んでいない

無回答

77.4

68.0

65.1

58.0

53.5

46.2

45.3

37.6

26.6

10.9

10.0

8.7

1.6

0.4

0.1

0 20 40 60 80 100 (%)
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時間外労働協定（36協定）の締結

適正な人員配置・人員増強

入退時間のシステム管理（タイムカード・パ
ソコン管理など）

業務の計画や内容の見直し（業務の効率
化）

身近な上司（課長、部長等）からの声かけ

残業の事前承認

仕事の標準化（他のメンバーで仕事を代替
できる）

変形労働時間制やフレックスタイム制の導
入・活用

計画的な残業禁止日（ノー残業デー等）の
設定

労働時間の短縮や業務効率に係る労使宣
言や労使合意

取引先との余裕をもった納期設定や受注調
整

勤務間インターバル制度の導入・活用

その他

特に取り組んでいない

無回答

71.4

58.9

60.7

53.6

44.6

30.4

46.4

30.4

17.9

8.9

16.1

10.7

5.4

0.0

0.0

69.5

64.6

59.8

58.5

48.8

34.1

45.1

24.4

15.9

14.6

14.6

6.1

3.7

1.2

0.0

78.0

62.0

64.0

56.7

57.3

46.0

42.0

36.7

20.0

10.7

8.7

8.0

0.7

0.7

0.0

72.8

77.2

65.6

59.4

53.9

46.7

45.6

42.2

25.0

11.1

10.6

8.9

0.6

0.0

0.0

78.6

68.6

65.7

62.9

50.0

54.3

45.7

30.0

48.6

10.0

7.1

12.9

0.0

1.4

1.4

89.4

67.4

72.3

58.9

58.2

55.3

48.2

46.8

34.0

9.9

6.4

7.8

2.1

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

30人以下(n=56)

31～50人(n=82)

51～100人(n=150)

101～200人(n=180)

201～300人(n=70)

301人以上(n=141)

(%)

従業員規模別に見ると、「時間外労働協定（36協定）の締結」は、「301人以上」の事業所で89.4％

と最も高く、「31人～50人」の事業所が69.5％、「30人以下」の事業所が71.4％と低くなっている。 

また、「入退時間のシステム管理（タイムカード・パソコン管理など）」、「残業の事前承認」にお

いて、規模が大きくなるに従い、取組（予定を含む）の割合が高くなる傾向が見られる。 

 

図表－14 「時間外労働の上限規制」への取組（予定を含む）〔複数回答：該当するものすべて〕 

（従業員規模別） 
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（４）「時間外労働の上限規制」に対する課題 

◆「人員の不足」「時期により業務が過度に集中する」が５割を超える。 

 

 

「時間外労働の上限規制」に対する課題としては、「人員の不足」が57.4％と最も高く、次いで

「時期により業務が過度に集中する」（52.5％）、「特定の社員へ業務が集中する」（41.4％）となって

いる。 

 

 

図表－15 「時間外労働の上限規制」に対する課題 

〔複数回答：該当するものすべて〕（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員の不足

時期により業務が過度に集中する

特定の社員へ業務が集中する

取引先への急な対応

社員の意識不足

管理職のマネジメント能力の不足

定時退社しづらい雰囲気がある

その他

無回答

57.4

52.5

41.4

22.4

21.4

12.5

4.0

6.9

3.6

0 20 40 60 80 100 (%)
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業種別に見ると、「人手の不足」は、『飲食店・宿泊業』で80.0％と最も高くなっている。 

また、「時期により業務が過度に集中する」は『教育・学習支援業』（79.6％）、『建設業』（70.7％）

となっており、「取引先への急な対応」は、『建設業』で43.1％と最も高くなっている。 

 

図表－16 「時間外労働の上限規制」に対する課題〔複数回答：該当するものすべて〕 

（業種別）※「無回答」は除く 

 

 

 

 

人員の不足
時期により業務が

過度に集中する

特定の社員へ業務が

集中する
取引先への急な対応

ｎ

製造業 (264)

サービス業 (239)

卸売・小売業 (123)

医療・福祉 (265)

運輸業・郵便業 (114)

建設業 (58)

教育・学習支援業 (49)

飲食店・宿泊業 (35)

金融・保険業 (19)

その他 (33)

社員の意識不足
管理職のマネジメント

能力の不足

定時退社しづらい雰囲

気がある
その他

ｎ

製造業 (264)

サービス業 (239)

卸売・小売業 (123)

医療・福祉 (265)

運輸業・郵便業 (114)

建設業 (58)

教育・学習支援業 (49)

飲食店・宿泊業 (35)

金融・保険業 (19)

その他 (33)
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21.5 

22.8 
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11.4 

10.3 
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従業員規模別に見ると、「時期により業務が過度に集中する」は、「301人以上」の事業所で高い。 

また、「取引先への急な対応」は、「30人以下」の事業所で高い。 

 

図表－17 「時間外労働の上限規制」に対する課題〔複数回答：該当するものすべて〕 

（従業員規模別） 
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時期により業務が過度に集中する

特定の社員へ業務が集中する

取引先への急な対応

社員の意識不足

管理職のマネジメント能力の不足

定時退社しづらい雰囲気がある

その他

無回答
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38.9

30.2

30.9

18.8

10.7

2.7

8.7

5.4

53.8

54.4

31.8

24.6

21.0

13.3

3.1

6.7

2.1

61.5

47.5

40.6

23.4

20.9

12.7

5.3

6.6

5.7

55.4

53.5

44.6

20.8

22.8

10.2
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5.9

2.6
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57.1
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22.9

23.8

17.1
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48.4

16.5
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301人以上(n=182)
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１カ月あたりの平均残業時間が４５時間以上の正社員の平均発生率別（直近１年間）に見ると、

発生率が高くなるに従い、「人員の不足」を課題とする割合が高くなる傾向が見られる。 

 

図表－18 「時間外労働の上限規制」に対する課題〔複数回答：該当するものすべて〕 

（１カ月あたりの平均残業時間が４５時間以上の正社員の平均発生率別（直近１年間）） 
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時期により業務が過度に集中する

特定の社員へ業務が集中する

取引先への急な対応

社員の意識不足

管理職のマネジメント能力の不足

定時退社しづらい雰囲気がある

その他

無回答

56.7

62.3

47.2

19.3
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3.4
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３．年次有給休暇の取得促進 

（１）平成30年度における従業員の年次有給休暇の平均取得率 

◆取得率７０％以上は25.6％。 

 

 

平成30年度における従業員の年次有給休暇の平均取得率をみると、「40～50％未満」が13.1％と最

も高く、次いで、「50～60％未満」(11.2％)、「20～30％未満」(10.3％)となっている。 

国が2020年の目標として掲げている取得率70％以上は、回答事業所の25.6％で達成している。 

 

 

 

 

図表－19 平成30年度における従業員の年次有給休暇の平均取得率（n=1,209） 
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無回答
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前回調査との比較でみると、取得率‘70％以上’の割合（25.6％）が、前回（17.4％）から

8.2ポイント増加している。 

 

 

図表－20 従業員の年次有給休暇の平均取得率（結果の推移） 
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業種別に取得率６０％以上の割合で見ると、『金融・保険業』が52.7％と高く、『飲食店・宿泊業』

で17.2％と低い。 

 

 

図表－21 平成30年度における従業員の年次有給休暇の平均取得率（業種別） 
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従業員規模別に見ると、規模が大きくなるに従い、取得率が高くなる傾向が見られ、「201～300人」

「301人以上」では、‘取得率６０％以上’が４割を超えている。 

 

図表－22 平成30年度における従業員の年次有給休暇の平均取得率（従業員規模別） 
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（２）「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」への取組 
◆「年次有給休暇の計画的付与の実施」が６割台半ばと最も高い。 

 

 

「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」への取組としては、「年次有給休暇の計画的付与の実施」

が64.2％と最も高く、次いで「半日単位など柔軟な有給休暇取得制度」（56.5％）、「経営者による有

給休暇の取得奨励」（36.9％）、「適正な人員配置・人員増強」(35.1％)となっている。 

 

 

 

図表－23 「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」への取組 

〔複数回答：該当するものすべて〕（n=1,209） 
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従業員規模別に見ると、「半日単位など柔軟な有給休暇取得制度」、「適正な人員配置・人員増強」、

「身近な上司（課長、部長等）の積極的な有給休暇の取得」において、規模が大きくなるに従い、

取組率が高くなる傾向が見られる。 

 

図表－24 「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」への取組 

〔複数回答：該当するものすべて〕（従業員規模別） 
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平均取得率別に見ると、平均取得率が「60～80％未満」の事業所では、「半日単位など柔軟な有給

休暇取得制度」が68.2％と取組率が高い。 

 

 

図表－25 「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」への取組 

〔複数回答：該当するものすべて〕（平均取得率別） 
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（３）「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」に対する課題 
◆「人員の不足」が約６割と最も高い。 

 

 

「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」に対する課題としては、「人員の不足」が59.0％と最も

高く、次いで「特定の社員へ業務が集中する」（38.0％）、「取引先への急な対応」（18.4％）となっ

ている。 

 

 

図表－26 「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」に対する課題 

〔複数回答：該当するものすべて〕（n=1,209） 
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業種別に見ると、「人手の不足」は、『飲食店・宿泊業』で80.0％と最も高く、次いで、『医療・

福祉』（70.2％）、『卸売・小売業』（68.3％）となっている。 

また、「取引先への急な対応」は、『建設業』で32.8％と最も高く、次いで『製造業』（27.7％）、

『金融・保険業』（26.3％）となっている。 

 

図表－27 「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」に対する課題（業種別） 
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従業員規模別に見ると、「特定の社員へ業務が集中する」において、規模が大きくなるに従い、

課題とする割合が高くなる傾向が見られる。また、「取引先への急な対応」は「30人以下」の事業

所で28.9％と他の規模の事業所に比べ高い。 

 

図表－28 「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」に対する課題（従業員規模別） 
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平均取得率別に見ると、「人員の不足」は、取得率が低くなるほど、課題とする割合が高くなる

傾向が見られる。 

 

 

図表－29 「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」に対する課題（平均取得率別） 
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４．不合理な待遇差の解消（同一労働同一賃金） 

（１）「同一労働同一賃金」の対象となる非正規社員の割合 

◆「0％（いない）」が30.9％と最も高く、「0～10％未満」が17.6％で続く。 

 

 

「同一労働同一賃金」の対象となる非正規社員の割合をみると、「0％（いない）」が30.9％と最も

高く、次いで、「0～10％未満」（17.6％）、「10～20％未満」(10.1％)となっている。 

 

 

図表－30 「同一労働同一賃金」の対象となる非正規社員の割合（n=1,209） 
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業種別に見ると、『建設業』で「0％（いない）」が43.1％と高く、『教育・学習支援業』で20.4％

と低い。 

また、「60％以上」では、『卸売・小売業』が32.5％と最も高く、次いで『サービス業』（20.9％）、

『飲食業・宿泊業』（17.2％）となっている。 

 

 

図表－31 「同一労働同一賃金」の対象となる非正規社員の割合（業種別） 
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従業員規模別に見ると、‘50人以下’の事業所で「0％（いない）」が４割台後半となっており、

‘51人以上’の事業所に比べ高い傾向が見られる。 

 

図表－32 「同一労働同一賃金」の対象となる非正規社員の割合（従業員規模別） 
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（２）「同一労働同一賃金」の導入への取組（予定を含む） 
◆「非正規社員の基本給や手当等の処遇改善」が46.5％と最も高い。 

 

「同一労働同一賃金」の導入への取組（予定を含む）としては、「非正規社員の基本給や手当等の

処遇改善」が46.5％と最も高く、次いで「非正規社員の正社員化」（33.2％）、「就業規則や人事制度

等の見直し」（32.6％）となっている。一方で「特に取り組んでいない」が19.0％となっている。 

 

 

 

図表－33 「同一労働同一賃金」の導入への取組（予定を含む） 

〔複数回答：該当するものすべて〕（n=749） 
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従業員規模別に見ると、「非正規社員の正社員化」は規模が大きくなるに従い高くなる傾向にあり、

「就業規則や人事制度等の見直し」は「301人以上」の事業所で44.8％と高い。また、「特に取り組

んでいない」は、規模が小さくなるに従い、回答割合が高くなる傾向が見られる。 

 

 

図表－34 「同一労働同一賃金」の導入への取組（従業員規模別） 
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対象となる非正規社員の割合別に見ると、「非正規社員の基本給や手当等の処遇改善」は「80％以

上」で54.9％と最も高い。また、「非正規社員の正社員化」は、対象となる非正規社員の割合が低い

と、取組率が高くなる傾向が見られる。 

 

 

図表－35 「同一労働同一賃金」の導入への取組 

（「同一労働同一賃金」の対象となる非正規社員の割合別） 
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（３）「同一労働同一賃金」の導入への課題 
◆「同一労働の判断が難しい」が６割弱と最も高い。 

 

 

「同一労働同一賃金」の導入への課題としては、「同一労働の判断が難しい」が58.4％と最も高く、

次いで「増加した人件費等への原資がない」（29.2％）、「就業規則や人事制度等の見直しに対応でき

る人材の不足」（20.9％）、「制度の内容が分かりづらい」（20.8％）となっている。 

 

 

図表－36 「同一労働同一賃金」の導入への課題 

〔複数回答：該当するものすべて〕（n=836） 
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その他

無回答
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業種別に見ると、「同一労働の判断が難しい」は、『卸売・小売業』で67.4％と最も高くなってい

る。また、「増加した人件費等への原資がない」は、『教育・学習支援業』で48.7％と最も高い。 

  「正規・非正規社員の処遇差が大きい」は、『教育・学習支援業』（23.1％）、『金融・保険業』

（23.1％）で高くなっている。 

 

図表－37 「同一労働同一賃金」の導入への課題（業種別） 
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従業員規模別に見ると、「同一労働の判断が難しい」は、規模が大きくなるに従い、高くなる傾

向が見られる。 

 

 

図表－38 「同一労働同一賃金」の導入への課題（従業員規模別） 
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対象となる非正規社員の割合別に見ると、「同一労働の判断が難しい」は、対象となる非正規社

員の割合が高くなるに従い、回答割合がやや高まっていく傾向が見られる。 

 

 

図表－39 「同一労働同一賃金」の導入への課題 

（「同一労働同一賃金」の対象となる非正規社員の割合別） 
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５．女性の活躍推進 

（１）女性管理職の割合 
◆女性管理職のいる事業所の割合は約８割。 

 

女性管理職がいる割合は80.3％となっている。その中で「0.5％未満」が28.9％と最も高く、次い

で、「20％以上」（20.6％）、「５％～10％未満」(6.5％)となっている。一方で、「女性管理職はいな

い」は18.0％となっている。 

 

※管理職・・・係長相当職で部下を１人以上持つ者及び課長相当職以上の者 

 

 

図表－40 女性管理職の割合（n=1,209） 
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平成19年度から平成29年度までの調査との比較でみると、女性管理職のいる事業所の割合（「女性

管理職はいない」と無回答を除くすべて）は、今回（80.3%）が最も高く、「10％以上」の割合も最

も高い。また、「0.5％未満」の回答割合が大きく増加している。 

 

 

図表－41 女性管理職の割合（結果の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和元年度は、「10％～15％未満」「15％～20％未満」「20％以上」を合算して「10％以上」としている。 

※平成27年度以前は、「10％以上」「10％未満」「５％未満」「２％未満」「１％未満」「0.5％未満」「女性管理職はいない」で調査。 
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業種別に見ると、「20％以上」は『医療・福祉』で65.3％と最も高くなっており、次いで『教育・

学習支援業』（26.5％）、『金融・保険業』（21.1％）の順となっている。また、女性管理職のいる事

業所の割合（「女性管理職はいない」と無回答を除くすべて）が80％を超えたのは、『医療・福祉』

（94.8％）、『金融・保険業』（94.8％）、『教育・学習支援業』（83.7％）、『飲食店・宿泊業』（82.9％）

の４つの業種となっている。 

「女性管理職はいない」は、『その他』（30.3％）と『運輸業・郵便業』（29.8％）で約３割と他業

種に比べ高い。 

 

 

図表－42 女性管理職の割合（業種別） 
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（２）女性が活躍できる職場づくりへの取組 

◆取組を行っている事業所は約８割。 

 

女性が活躍できる職場づくりへの取組としては、79.6％が何らかの取組を行っており、その中で

は、「意欲と能力のある女性を積極的に採用・登用」が54.5％と最も高く、次いで「能力主義的な人

事考課の実施」(34.7％) 、「仕事と家庭の両立支援の実施」(32.5％)となっている。 

 

 

図表－43 女性が活躍できる職場づくりへの取組（n=1,209） 

〔複数回答：該当するものすべて〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊取り組んでいる計

意欲と能力のある女性を積極的に採用・登用

能力主義的な人事考課の実施

仕事と家庭の両立支援の実施

男女の賃金格差の解消

全従業員に対する啓発・研修

管理職に対する啓発・研修

女性に対する啓発・研修

その他

特に取り組んでいない

無回答

79.6

54.5

34.7

32.5

29.9

18.7

17.7

12.1

2.0

19.4

1.0

0 20 40 60 80 100 (%)
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（３）女性の活躍を進めていく上での課題 

◆「結婚、出産、子育て等により業務への支障、退職等が懸念される」が44.9％と最も高い。 

 

女性の活躍を進めていく上での課題としては、「結婚、出産、子育て等により業務への支障、退職

等が懸念される」が44.9％と最も高く、次いで、「昇進意欲の向上など女性社員の意識改革」

(37.6％)、「両立支援へのサポートや代替要員の確保」（35.4％）となっている。 

 

 

図表－44 女性の活躍を進めていく上での課題（n=1,209） 

〔複数回答：該当するものすべて〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚、出産、子育て等により業務への支障、
退職等が懸念される

昇進意欲の向上など女性社員の意識改革

両立支援へのサポートや代替要員の確保

社内に女性のロールモデルがいない

全従業員の意識改革

管理職の意識改革

その他

無回答

44.9

37.6

35.4

22.8

22.7

20.0

4.2

3.4

0 20 40 60 (%)
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従業員規模別に見ると、「昇進意欲の向上など女性社員の意識改革」は、規模が大きくなるに従い、

課題とする割合が高くなる傾向が見られる。 

 また、規模が小さいほど、「社内に女性のロールモデルがいない」が課題となる割合が高くなる傾 

向がみられる。 

 

 

図表－45 女性の活躍を進めていく上での課題〔複数回答：該当するものすべて〕 

（従業員規模別） 

 

 

 
結婚、出産、子育て等により業務への支障、

退職等が懸念される

昇進意欲の向上など女性社員の意識改革

両立支援へのサポートや代替要員の確保

社内に女性のロールモデルがいない

全従業員の意識改革

管理職の意識改革

その他

無回答

33.6

21.5

33.6

30.2

18.8

18.8

5.4

6.7

46.2

32.8

29.7

32.3

20.5

17.4

4.1

3.6

45.9

38.1

35.7

24.6

25.0

19.7

2.0

3.7

49.5

39.9

38.6

18.8

21.1

19.1

4.6

1.3

43.8

43.8

33.3

14.3

29.5

22.9

6.7

1.9

47.8

46.2

40.1

18.1

25.3

26.4

3.3

3.3

0 20 40 60 80 100

30人以下(n=149)

31～50人(n=195)

51～100人(n=244)

101～200人(n=303)

201～300人(n=105)

301人以上(n=182)

(%)
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６．シニア社員について 

（１）シニア社員の割合 
◆正社員では「0～10％未満」が66.7％、非正規社員では「0～10％未満」が37.8％。 

 

シニア社員の割合をみると、正社員では、「0～10％未満」が66.7％と最も高く、次いで、「10～

20％未満」（18.2％）、「20～30％未満」（6.7％）となっている。非正規社員では、「0～10％未満」が

37.8％と最も高く、次いで、「10～20％未満」（14.2％）、「20～30％未満」（10.3％）となっている。 

 

※シニア社員とは、60歳以上の常用雇用者（非正規雇用を含む）を指す。 

 

 

図表－46 シニア社員の割合（n=1,209） 

 

  〔正社員に占めるシニア社員の割合〕      〔非正規社員に占めるシニア社員の割合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０～10％未満

10～20％未満

20～30％未満

30～40％未満

40～50％未満

50～60％未満

60～70％未満

70～80％未満

80～90％未満

90％～100％

無回答

37.8

14.2

10.3

7.2

6.0

4.0

4.2

2.8

2.3

3.3

7.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 (%)

０～10％未満

10～20％未満

20～30％未満

30～40％未満

40～50％未満

50～60％未満

60～70％未満

70～80％未満

80％以上

無回答

66.7

18.2

6.7

2.0

1.2

0.8

0.7

0.7

1.0

1.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 (%)
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（２）シニア社員が活躍できる職場づくりに向けての取組 

◆取組を行っている事業所は９割弱。 

 

シニア社員が活躍できる職場づくりに取組んでいる事業所は88.7％で、その中では、「知識、経験

などを活用できる配置」が51.6％と最も高く、次いで、「体力低下に配慮した作業・業務工程・設備

の見直し」(41.9％)、「勤務時間の弾力化」(39.8％)、「能力に応じた人事評価・賃金制度の見直し」

(37.4％)となっている。 

 

図表－47 シニア社員が活躍できる職場づくりに向けての取組（n=1,209） 

〔複数回答：該当するものすべて〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※シニア社員とは、60歳以上の常用雇用者（非正規雇用を含む）を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊取り組んでいる計

知識、経験などを活用できる配置

体力低下に配慮した作業・業務工程・設備の見直し

勤務時間の弾力化（短時間勤務、フレックスタイム制等）

能力に応じた人事評価・賃金制度の見直し

安全衛生や健康管理に対する支援

シニア社員に対する業務・意識改革研修

ワークシェアリングの導入

その他

特に取り組んでいない

無回答

88.7

51.6

41.9

39.8

37.4

27.2

6.3

3.8

1.2

10.3

1.0

0 20 40 60 80 100 (%)
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（３）シニア社員が働く上での課題 

◆９割弱の事業所で課題があると感じている。 

 

シニア社員が働く上で何らかの課題があると感じている事業所は88.2％。その中では「健康上の

不安」が68.3％で最も高く、次いで「作業での安全確保、業務効率の維持」（36.4％）、「モチベー

ションの低下」（31.8％）となっている。 

 

 

図表－48 シニア社員が働く上での課題（n=1,209） 

〔複数回答：該当するものすべて〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊課題あり計

健康上の不安

作業での安全確保、業務効率の維持

モチベーションの低下

時代の変化が要求するスキルに対応できてない

これまでの経験に固執し、周囲の従業員の仕事が

やりにくい

経験・能力にあった適切な業務を提供できない

シニア向けの適切な人事評価・賃金制度が
わからない

その他

特に課題はない

無回答

88.2

68.3

36.4

31.8

18.9

18.8

11.9

9.1

1.3

10.2

1.7

0 20 40 60 80 100
(%)
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７．職場におけるハラスメントについて 

（１）各ハラスメントに関する相談や苦情の状況 

◆パワーハラスメントに関する相談が２割を超える。 

 

各ハラスメントに関する相談や苦情をみると、パワーハラスメントについて‘相談や苦情がある’

（しばしば＋ときどき相談や苦情がある）は24.7％と、セクシャルハラスメント（9.1％）、マタニ

ティーハラスメント（0.7％）の３項目中で最も高い。 

なお、マタニティーハラスメントに関して「全く相談や苦情はない」が80.4％となっている。 

 ‘相談や苦情がある’（しばしば＋ときどき相談や苦情がある）は、前回調査と比較すると、セク

シャルハラスメントは0.1ポイント増加、パワーハラスメントは0.9ポイント増加、マタニティーハ

ラスメントは同率となっている。 

 

図表－49 各ハラスメントに関する相談や苦情の状況（結果の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※セクシャルハラスメントとは、相手の意に反する「性的な言動」に起因するものであって、労働条件について不利益を受け

たり、職場環境が害されることを指します。 

※パワーハラスメントとは、職務上の地位や影響力を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動により、職場環境の悪化、

雇用不安を与えることを指します。 

※マタニティーハラスメントとは、妊娠・出産・育児休業を理由として精神的・肉体的な嫌がらせや不利益取扱を受けること

を指します。 

 

  

 

平成29年度(n=1,117)

令和元年度(n=1,209)

平成29年度(n=1,117)

令和元年度(n=1,209)

平成29年度(n=1,117)

令和元年度(n=1,209)

セクシャルハラスメント

パワーハラスメント

マタニティーハラスメント

0.3

0.4

2.0

1.4

0.3

0.1

8.7

8.7

21.8

23.3

0.4

0.6

33.1

33.7

36.9

39.7

15.8

17.6

56.9

55.7

38.1

34.1

82.4

80.4

1.0

1.5

1.2

1.5

1.2

1.3

(%)

し
ば
し
ば
相
談
や

苦
情
が
あ
る

と
き
ど
き
相
談
や

苦
情
が
あ
る

ほ
と
ん
ど
相
談
や

苦
情
は
な
い

無
回
答

全
く
相
談
や

苦
情
は
な
い
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（２）ハラスメントを防止するための取組 

◆「就業規則等にハラスメント禁止を明記」、「事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等 

の設置」は、「セクシャルハラスメント」では７割以上、「パワーハラスメント」では６割以上、

「マタニティーハラスメント」では５割以上の実施となっている。 

 

ハラスメントを防止するための取組の実施として、「セクシャルハラスメント」では「就業規則等

にハラスメント禁止を明記」が75.3％と最も高く、次いで「事務所内外に相談窓口・担当者、苦情

処理機関等の設置」(70.2％)、「ハラスメントに関する研修・講習等の実施」(45.1％)となっている。 

「パワーハラスメント」では「事務所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等の設置」が

69.3％と最も高く、次いで「就業規則等にハラスメント禁止を明記」(66.5％)、「ハラスメントに関

する研修・講習等の実施」(46.4％)となっている。 

「マタニティーハラスメント」では「事務所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等の設置」

が61.0％と最も高く、次いで「就業規則等にハラスメント禁止を明記」(54.8％)、「ハラスメントに

関する研修・講習等の実施」(34.8％)となっている。 

また、いずれのハラスメントにおいても、「実態把握のためのアンケートや調査の実施」は２割前

後と高くない。 

 

図表－50 ハラスメントを防止するための取組（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①就業規則等にハラスメント禁止を明記してい

る

②ポスター、リーフレット、手引き等、防止のた

めの啓発資料を配布又は掲示している

③ハラスメントに関する研修・講習等の実施
（外部機関の研修等への従業員の参加も含

む）

④事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理
機関等を設置している

⑤実態把握のためのアンケートや調査の実施
している

無回答

75.3

44.4

45.1

70.2

21.7

10.1

66.5

43.3

46.4

69.3

22.2

13.1

54.8

33.3

34.8

61.0

17.9

23.5

0 20 40 60 80 100

セクシャルハラスメント

(n=1209)

パワーハラスメント

(n=1209)

マタニティーハラスメン

ト(n=1209)

(%)
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81.6%

10.5%

5.6%
2.3%

育児・介護休業法で

定める範囲で規定さ

れている

育児・介護休業法で

定める範囲を超えて

規定されている

規定されていない

無回答

８．仕事と育児・介護の両立支援 

（１）育児休業制度の規定状況 

◆92.1％の事業所が育児休業制度を‘規定している’。 

 図表－51 育児休業制度の規定状況（n=1,209） 

育児休業制度の規定状況についてみる

と、「育児・介護休業法で定める範囲内

での制度を持っている」が81.6％、「育

児・介護休業法で定める範囲を超える制

度を持っている」が10.5％となっており、

両者を合わせた‘規定している’は

92.1％となっている。 

一方、「規定されていない」は5.6％と

なっている。 

 

※育児・介護休業法で定める範囲内： 

満１歳まで。特別の事情があれば２歳まで 

 

【育児・介護休業法で定める範囲を超える規定の主な記述内容】 

 

 

 

 

 

 

平成19年度から平成29年度までの調査と比較すると、‘規定している’は平成23年度以降、90％台

で推移している。 

図表－52 育児休業制度の規定状況（結果の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

平成19年度 (796)

平成21年度 (806)

平成23年度 (934)

平成25年度 (1,092)

平成27年度 (1,063)

平成29年度 (1,117)

令和元年度 (1,209)

68.3

69.6

79.3

77.7

79.9

77.8

81.6

7.5

8.9

12.0

12.3

12.4

15.0

10.5

20.5

17.7

6.5

7.5

6.2

5.4

5.6

3.6

3.7

2.1

2.6

1.5
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定
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い
な
い

無
回
答

育児休業 ３歳まで 70件

２歳まで 16件

１歳６ヵ月まで 8件

２歳６ヵ月まで 3件

小学校入学前まで 2件
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業種別にみると、‘規定している’は『金融・保険業』で100.0％と最も高く、次いで『医療・福

祉』(95.4％)、『製造業』（95.1％）、『卸売・小売業』（91.9％）、『教育・学習支援業』(91.9％)と続

いている。一方、「規定されていない」は『飲食店・宿泊業』（14.3％）、『建設業』（13.8％）と１割

を超えている。 

 

 

図表－53 育児休業制度の規定状況（業種別） 
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製造業 (264)

サービス業 (239)

卸売・小売業 (123)

医療・福祉 (265)

運輸業・郵便業 (114)

建設業 (58)

教育・学習支援業 (49)

飲食店・宿泊業 (35)

金融・保険業 (19)

その他 (33)
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（２）育児休業制度の取得状況 
◆男性の取得率は12.0％と過去最高。 

 

平成30年1月1日～12月31日の間に本人または配偶者が出産した従業員がいる事業所は、全体の

56.4％となっている。また、そのうちの育児休業制度の取得状況をみると、取得者が「いる」は

76.0％、「いない」は23.0％となっている。 

育児休業の取得率を男女別にみると、男性は12.0％で過去最高となり、女性も95.3％で前回調査

からは2.7ポイント減少したものの９割台半ばと高い水準を維持している。 

 

 

図表－54 本人または配偶者が出産した従業員   図表－ 55 育児休業取得者の有無（n=682） 

      の有無（n=1,209） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－56 育児休業取得率（結果の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.0%

23.0%

1.0%

いる

いない

無回答

本人または配偶者が
出産した従業員数

そのうち育児休業を
取得した従業員数

育児休業取得率

男性 1,021人 17人 1.7%
女性 624人 621人 99.5%

男性 1,155人 25人 2.2%
女性 677人 597人 88.2%

男性 2,240人 85人 3.8%

女性 1,239人 1,164人 93.9%

男性 2,555人 98人 3.8%
女性 1,623人 1,493人 92.0%

男性 1,768人 92人 5.2%
女性 1,328人 1,195人 90.0%

男性 1,730人 141人 8.2%
女性 1,690人 1,657人 98.0%

男性 1,796人 215人 12.0%
女性 1,711人 1,631人 95.3%

令和元年度調査

平成19年度調査

平成21年度調査

平成23年度調査

平成25年度調査

平成27年度調査

平成29年度調査

56.4%42.6%

1.0%

いる

いない

無回答
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育児休業の取得率を従業員規模別にみると、男性は『51～100人』(21.6％)、女性は『101～200人』

(97.3％)で最も高い取得率となっている。 

一方、最も取得率が低いのは、男性は『101～200人』(5.2％)、女性は『201～300人』（92.5％)と

なっている。 

 

図表－57 育児休業取得率（従業員規模別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別 従業員規模

男性 （全体） 1,796人 215人 12.0%

30人以下 32人 2人 6.3%

31～50人 72人 4人 5.6%

51～100人 171人 37人 21.6%

101～200人 231人 12人 5.2%

201～300人 208人 28人 13.5%

301人以上 1,047人 129人 12.3%

女性 （全体） 1,711人 1,631人 95.3%

30人以下 30人 28人 93.3%

31～50人 46人 44人 95.7%

51～100人 136人 129人 94.9%

101～200人 257人 250人 97.3%

201～300人 174人 161人 92.5%

301人以上 1,044人 996人 95.4%

令和元年度調査
育児休業取得率

そのうち育児休業を
取得した従業員数

本人または配偶者が
出産した従業員数
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（３）育児休業中の業務対応 

◆「同一職場内で業務分担」が７割弱。 

  

「育児休業取得者がいる」と回答した事業所において、育児休業中の業務対応をみると、「同一職

場内で業務分担」が67.2％と最も高く、次いで「他部署からの人員補充」(31.5％)、「パート・アル

バイト等の採用」(30.1％)、「派遣社員の活用」が(23.2％)と続いている。 

 

 

 

図表－58 育児休業中の業務対応 

〔複数回答：あてはまるものすべて〕（n=518） 

 

 

 

同一職場内で業務分担

他部署からの人員補充

パート・アルバイト等の採用

派遣社員の活用

正社員の採用

業務量の削減・業務の効率化

業務の外注・請負の利用

その他

無回答

67.2

31.5

30.1

23.2

18.9

14.3

2.3

1.9

1.4

0 20 40 60 80 100 (%)
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（４）男性従業員の育児休業の取得を進める上での課題 

◆「代替要員の確保など人員の不足」が６割台半ば。 

  

男性従業員の育児休業の取得を進める上での課題としては、「代替要員の確保など人員の不足」が

64.7％と最も高く、次いで、「男性従業員に育児休業取得の意識がない」(48.5％)、「社内にロール

モデルがいない」(40.8％)となっている。 

 

 

 

図表－59 男性従業員の育児休業の取得を進める上での課題 

〔複数回答：あてはまるものすべて〕（n=1,209） 

 

 

 
代替要員の確保など人員の不足

男性従業員に育児休業取得の意識がない

社内にロールモデルがいない

所得減や昇進への影響の懸念

育児休業を取得しづらい雰囲気がある

制度の整備がされていない

制度等の周知・啓発

管理職の理解や意識がない

その他

無回答

64.7

48.5

40.8

21.1

15.5

14.1

11.4

7.8

3.1

3.6

0 20 40 60 80 100 (%)
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ｎ

製造業 (264)

サービス業 (239)

卸売・小売業 (123)

医療・福祉 (265)

運輸業・郵便業 (114)

建設業 (58)

教育・学習支援業 (49)

飲食店・宿泊業 (35)

金融・保険業 (19)

その他 (33)

73.5

56.1

63.4

82.6

47.4

48.3

81.6

48.6

89.5

84.8

3.0

5.0

4.9

3.4

6.1

6.9

2.0

11.4

0.0

3.0

6.1

11.7

13.8

5.7

5.3

8.6

8.2

8.6

0.0

6.1

15.2

23.4

13.8

5.3

41.2

31.0

6.1

20.0

5.3

6.1

2.3

3.8

4.1

3.0

0.0

5.2

2.0

11.4

5.3

0.0

(%)

結
婚
・
出
産
を
経
て
も
、

働
き
続
け
る
傾
向
に
あ
る

結
婚
を
機
に

退
職
す
る
傾
向
に
あ
る

出
産
・
子
育
て
を
機
に

退
職
す
る
傾
向
に
あ
る

わ
か
ら
な
い

無
回
答

67.2%

4.3%

7.9%

17.3%

3.3% 結婚・出産を経て

も、働き続ける傾

向にある
結婚を機に退職

する傾向にある

出産・子育てを機

に退職する傾向

にある
わからない

無回答

（５）女性社員の就労傾向 

◆「結婚・出産を経ても、働き続ける傾向にある」が７割弱。 

 

 図表－60 女性の就労傾向（n=1,209） 

女性の就労傾向をみると、「結婚・出産

を経ても、働き続ける傾向にある」が

67.2％と最も高い。次いで、「出産・子育

てを機に退職する傾向にある」が7.9％、

「結婚を機に退職する傾向にある」が

4.3％となっている。 

一方、「わからない」は17.3％となってい

る。 

 

 

 

 

業種別にみると、「結婚・出産を経ても、働き続ける傾向にある」の割合は、『金融・保険業』

（89.5％）で最も高い。 

 

図表－61 女性の就労傾向（業種別） 
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従業員規模別にみると、規模が大きくなるに従い、「結婚・出産を経ても、働き続ける傾向にある」

が増加し、「わからない」が減少する傾向が見られる。 

 

図表－62 女性の就労傾向（従業員規模別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ

30人以下 (149)

31～50人 (195)

51～100人 (244)

101～200人 (303)

201～300人 (105)

301人以上 (182)

48.3

48.7

65.2

73.3

84.8

85.2

2.7

8.7

5.7

3.3

3.8

1.6

11.4

8.2

9.4

8.9

1.9

5.5

32.2 

30.8 

15.2 

12.5 

8.6 

6.6 

5.4

3.6

4.5

2.0

1.0

1.1

(%)

結
婚
・
出
産
を
経
て
も
、

働
き
続
け
る
傾
向
に
あ
る

結
婚
を
機
に

退
職
す
る
傾
向
に
あ
る

出
産
・
子
育
て
を
機
に

退
職
す
る
傾
向
に
あ
る

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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（６）育児中の社員に対する配慮に関する制度 

◆『短時間勤務制度』が７割弱と最も高い。 

 

 

育児中の社員に対する配慮に関する制度としては、「短時間勤務制度」が68.2%と最も高く、次い

で、「深夜勤務の制限」(53.8％)、「配偶者出産休暇制度」（51.0％）、「所定外労働をさせない制度」

（48.7％）、「始業・終業時間の繰上げ・繰下げ」（47.7％）となっている。一方、「在宅勤務制度」

（6.0％）、「事業所内託児施設の設置・運営」（9.8％）は少数であった。 

 

図表－63 育児中の社員に対する配慮に関する制度 

〔複数回答：あてはまるものすべて〕（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短時間勤務制度

深夜勤務の制限

配偶者出産休暇制度

所定外労働をさせない制度

始業・終業時間の繰上げ・繰下げ

家族の看護休暇制度

相談窓口の設置

フレックスタイム制

転勤の免除、勤務地・担当業務の限定制度

育児休業中・介護休業中の従業員への経済
的支援

事業所内託児施設の設置・運営

在宅勤務制度

無回答

68.2

53.8

51.0

48.7

47.7

41.1

32.8

19.3

15.8

14.8

9.8

6.0

13.2

0 20 40 60 80 100 (%)
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短時間勤務制度

深夜勤務の制限

配偶者出産休暇制度

所定外労働をさせない制度

始業・終業時間の繰上げ・繰下げ

家族の看護休暇制度

相談窓口の設置

フレックスタイム制

転勤の免除、勤務地・担当業務の限定制

度

育児休業中・介護休業中の従業員への経

済的支援

事業所内託児施設の設置・運営

在宅勤務制度

無回答

51.0

34.9

41.6

27.5

35.6

28.2

23.5

12.8

12.8

13.4

2.0

2.7

24.2

53.3

41.5

46.7

39.0

40.0

28.2

31.8

12.8

13.8

19.0

5.6

5.6

17.9

61.5

51.2

47.1

45.9

48.0

37.7

30.3

20.5

13.5

13.1

7.0

4.1

15.2

78.2

59.1

53.8

55.4

49.5

45.2

35.0

19.5

18.2

11.6

7.6

5.0

8.3

82.9

68.6

58.1

61.0

63.8

61.0

34.3

28.6

22.9

18.1

20.0

10.5

5.7

84.1

69.2

61.5

62.6

56.0

54.9

41.2

25.3

16.5

17.0

23.6

11.0

6.0

0 20 40 60 80 100

30人以下(n=149)

31～50人(n=195)

51～100人(n=244)

101～200人(n=303)

201～300人(n=105)

301人以上(n=182)

(%)

 従業員規模別に見ると、規模が大きくなるに従い、整備率が高くなる傾向が見られる。 

 

図表－64 育児中の社員に対する配慮に関する「制度の有無」 

〔複数回答：あてはまるものすべて〕（従業員規模別） 
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82.4%

7.9%

7.9%

1.9%

84.5%

3.5%

9.3%

2.6%

（７）介護休業制度・介護休暇制度の規定状況 

◆介護休業制度の規定がある事業所は９割、介護休暇制度は９割弱。 

 

介護休業制度がある事業所は全体の90.3％となっており、「規定なし」は7.9％となっている。 

また、介護休暇制度について「規定あり」の事業所は全体の88.0％となっており、「規定なし」は

9.3％となっている。 

 

図表－65 介護休業制度規定状況  図表－66 介護休暇制度の規定状況 

（n=1,209）     （n=1,209） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※育児・介護休業法に基づく 

 介護休業制度は、対象家族１人につき通算93日まで、３回を上限として分割で取得可能な休業制度 

 介護休暇制度は、対象家族１人につき5日、年10日を上限とした休暇制度 

  

【介護休業制度 育児・介護休業法で定める範囲を超える規定の主な記述内容】 

 

 

 

 

 

【介護休暇制度 育児・介護休業法で定める範囲を超える規定の主な記述内容】 

 

 

 

 

 

育児・介護休業法で定める範

囲で規定されている

育児・介護休業法で定める範

囲を超えて規定されている

規定されていない

無回答

介護休業 対象家族１人につき通算３６５日まで 49件

対象家族１人につき通算１８０～１８６日まで 15件

３年（１０９６日）まで 5件

通算２年以内 2件

介護休暇 ２０日以内 6件

９３日間 5件

従業員１人につき６日まで 2件

年１２日まで 2件
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ｎ

製造業 (264)

サービス業 (239)

卸売・小売業 (123)

医療・福祉 (265)

運輸業・郵便業 (114)

建設業 (58)

教育・学習支援業 (49)

飲食店・宿泊業 (35)

金融・保険業 (19)

その他 (33)

79.5

82.0

81.3

92.8

77.2

72.4

81.6

71.4

84.2

84.8

13.6

5.9

8.1

2.3

7.9

6.9

14.3

5.7

15.8

9.1

6.4

9.6

7.3

2.6

14.9

19.0

4.1

20.0

0.0

3.0

0.4

2.5

3.3

2.3

0.0

1.7

0.0

2.9

0.0

3.0

(%)

育
児
・
介
護
休
業

法
で
定
め
る
範
囲

で
規
定
さ
れ
て
い

る 育
児
・
介
護
休
業

法
で
定
め
る
範
囲

を
超
え
て
規
定
さ

れ
て
い
る

規
定
さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

ｎ

製造業 (264)

サービス業 (239)

卸売・小売業 (123)

医療・福祉 (265)

運輸業・郵便業 (114)

建設業 (58)

教育・学習支援業 (49)

飲食店・宿泊業 (35)

金融・保険業 (19)

その他 (33)

83.7

83.7

86.2

91.3

83.3

75.9

83.7

68.6

78.9

87.9

6.4

2.1

2.4

1.9

0.9

3.4

4.1

5.7

21.1

0.0

8.3

10.0

9.8

4.5

14.0

17.2

10.2

22.9

0.0

9.1

1.5

4.2

1.6

2.3

1.8

3.4

2.0

2.9

0.0

3.0

(%)

育
児
・
介
護
休
業

法
で
定
め
る
範
囲

で
規
定
さ
れ
て
い

る 育
児
・
介
護
休
業

法
で
定
め
る
範
囲

を
超
え
て
規
定
さ

れ
て
い
る

規
定
さ
れ
て
い
な
い

無
回
答

業種別にみると、介護休業制度、介護休暇制度ともに『金融・保険業』で‘規定されている’が

100％となっている。一方、『建設業』、『飲食店・宿泊業』は、介護休業制度、介護休暇制度ともに

「規定されてない」が他業種に比べ高い。 

図表－67 規定状況（業種別） 

    介護休業制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    介護休暇制度 
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（８）介護を理由とした離職の有無 

◆介護を理由とした離職の発生率は8.9％。 

 

平成30年１月１日～12月31日の間で離職の有無をみると、「いない」が88.8％、「いる」は8.9％と

なっている。 

また、介護を理由とした離職者の人数は、事業規模にかかわらず、１事業所あたり１年間に平均

１名以上発生している。 

 

 

図表－68 介護を理由とした離職の有無（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－69 介護を理由とした離職者の人数（従業員規模別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度調査

従業員規模

③ ① ② ①+② （①+②）／③

（全体） 108 78人 155人 233人 2.16人

30人以下 3 1人 3人 4人 1.33人

31～50人 4 0人 6人 6人 1.50人

51～100人 13 5人 14人 19人 1.46人

101～200人 33 29人 50人 79人 2.39人

201～300人 14 10人 12人 22人 1.57人

301人以上 38 33人 67人 100人 2.63人

H30.1.1 ～12.31

の間に介護を理由

とした離職者がい

る

事業所

介護を理由とした
離職者
男性

介護を理由とした
離職者
女性

合計 平均人数

8.9%

88.8%

2.3%

いる

いない

無回答
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業種別にみると、５業種で「いる」が約１割となっている。 

 

図表－70 介護を理由とした離職の有無（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員規模別では、規模が大きくなるに従い、「いる」の回答割合が高くなる傾向が見られ、『301

人以上』では約２割となっている。 

 

図表－71 介護を理由とした離職の有無（従業員規模別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

製造業 (264)

サービス業 (239)

卸売・小売業 (123)

医療・福祉 (265)

運輸業・郵便業 (114)

建設業 (58)

教育・学習支援業 (49)

飲食店・宿泊業 (35)

金融・保険業 (19)

その他 (33)

7.6

9.6

12.2

12.1

10.5

1.7

4.1

2.9

5.3

0.0

90.5

87.0

86.2

85.3

88.6

93.1

95.9

97.1

94.7

100.0

1.9

3.3

1.6

2.6

0.9

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

(%)

い
る

い
な
い

無
回
答

ｎ

30人以下 (149)

31～50人 (195)

51～100人 (244)

101～200人 (303)

201～300人 (105)

301人以上 (182)

2.0

2.1

5.3

10.9

13.3

20.9

96.0

97.4

93.0

87.1

83.8

74.7

2.0

0.5

1.6

2.0

2.9

4.4

(%)

い
る

い
な
い

無
回
答
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（９）介護と仕事の両立を図るための課題 

◆「介護休業・休暇取得者の代替要員の確保など人員の不足」が７割。 

 

  

介護と仕事の両立を図るための課題としては、「介護休業・休暇取得者の代替要員の確保など人員

の不足」が70.5％と最も高く、次いで、「従業員に介護休業・休暇取得の意識がない」(22.1％)、

「所得減や昇進への影響の懸念」(21.4％)となっている。 

 

 

図表－72 介護と仕事の両立を図るための課題 

〔複数回答：あてはまるものすべて〕（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護休業・休暇取得者の代替要員の確保など

人員の不足

従業員に介護休業・休暇取得の意識がない

所得減や昇進への影響の懸念

制度等の周知・啓発

制度の整備がされていない

介護休業・休暇を取得しづらい雰囲気がある

管理職の理解や意識がない

その他

無回答

70.5

22.1

21.4

13.1

12.2

10.2

5.5

4.2

6.0

0 20 40 60 80 100 (%)
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従業員規模別に見ると、「介護休業・休暇取得者の代替要員の確保など人員の不足」、「制度の整備

がされていない」は、規模が小さくなるに従い、課題とする割合が高くなる傾向が見られる。 

また、「所得減や昇進への影響の懸念」は、規模が大きくなるに従い、課題とする割合が高くなる

傾向が見られる。 

 

 

図表－73 介護と仕事の両立を図るための課題〔複数回答：該当するものすべて〕 

（従業員規模別） 

 

 

 

 

 

  

介護休業・休暇取得者の代替要員の確保

など人員の不足

従業員に介護休業・休暇取得の意識がな
い

所得減や昇進への影響の懸念

制度等の周知・啓発

制度の整備がされていない

介護休業・休暇を取得しづらい雰囲気があ

る

管理職の理解や意識がない

その他

無回答

77.9

21.5

16.1

9.4

23.5

6.7

4.0

2.7

6.0

74.4

23.1

16.4

14.4

16.9

10.8

6.2

3.6

3.1

71.3

20.5

21.7

12.3

13.9

10.2

6.6

2.5

8.6

69.6

23.8

20.8

12.2

8.3

11.9

3.6

4.6

4.6

70.5

23.8

26.7

16.2

5.7

12.4

9.5

7.6

4.8

59.9

21.4

28.0

17.0

7.1

9.3

6.6

6.0

8.2

0 20 40 60 80 100

30人以下(n=149)

31～50人(n=195)

51～100人(n=244)

101～200人(n=303)

201～300人(n=105)

301人以上(n=182)

(%)
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（10）介護中の社員に対する配慮に関する制度 

◆『短時間勤務制度』が５割台半ばと最も高い。 

 

 

介護中の社員に対する配慮に関する制度としては、「短時間勤務制度」が54.9%と最も高く、次い

で、「深夜勤務の制限」(44.9％)、「所定外労働をさせない制度」（42.5％）、「始業・終業時間の繰上

げ・繰下げ」（39.0％）、「家族の看護休暇制度」（38.3％）となっている。一方、「在宅勤務制度」

（5.3％）、「育児休業中・介護休業中の従業員への経済的支援」（10.7％）は少数であった。 

 

図表－74 介護中の社員に対する配慮に関する制度 

〔複数回答：あてはまるものすべて〕（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短時間勤務制度

深夜勤務の制限

所定外労働をさせない制度

始業・終業時間の繰上げ・繰下げ

家族の看護休暇制度

相談窓口の設置

フレックスタイム制

転勤の免除、勤務地・担当業務の限定制度

育児休業中・介護休業中の従業員への経済

的支援

在宅勤務制度

無回答

54.9

44.9

42.5

39.0

38.3

29.9

17.5

14.1

10.7

5.3

26.3

0 20 40 60 80 100 (%)
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 従業員規模別に見ると、規模が大きくなるに従い、整備率が高くなる傾向が見られる。 

 

図表－75 介護中の社員に対する配慮に関する「制度の有無」 

〔複数回答：あてはまるものすべて〕（従業員規模別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

短時間勤務制度

深夜勤務の制限

所定外労働をさせない制度

始業・終業時間の繰上げ・繰下げ

家族の看護休暇制度

相談窓口の設置

フレックスタイム制

転勤の免除、勤務地・担当業務の限定制

度

育児休業中・介護休業中の従業員への経

済的支援

在宅勤務制度

無回答

37.6

28.9

24.2

28.2

26.8

19.5

10.1

12.1

8.1

2.0

41.6

38.5

34.4

34.4

29.2

26.2

28.2

11.8

13.3

13.8

2.6

36.4

50.8

43.0

39.3

38.9

34.0

26.2

18.4

11.5

9.4

3.7

27.5

63.4

48.8

47.9

40.9

42.6

33.7

17.5

17.2

7.9

4.6

22.4

65.7

60.0

56.2

49.5

52.4

33.3

27.6

20.0

15.2

12.4

15.2

73.1

57.7

54.4

51.1

53.8

37.9

23.6

13.2

13.2

10.4

11.5

0 20 40 60 80 100

30人以下(n=149)

31～50人(n=195)

51～100人(n=244)

101～200人(n=303)

201～300人(n=105)

301人以上(n=182)

(%)
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18.1%

37.0%

37.5%

7.4%

制度がある

制度はないが再雇

用している

再雇用していない

無回答

26.3%

20.7%

0.3%

41.1%

11.6%

正社員として採用

パート・アルバイト・嘱託として

採用

臨時職員（１ヶ月以内の期間

を定めて雇用）として採用

本人の希望により勤務形態を

決めている

無回答

24.3%

17.6%

0.3%

43.3%

14.5%

（11）出産・育児または介護を機に退職した社員の再雇用制度の有無と勤務形態 

◆出産・育児を機に退職した社員を再雇用している事業所は55.1％。介護を機に退職した社員を再

雇用している事業所は47.4％。 

 

出産・育児を機に退職した社員の再雇用制度がある事業所は18.1％、「制度はないが再雇用してい

る」を加えた‘再雇用している’は55.1％となっている。また、再雇用時の勤務形態は、「本人の希

望により勤務形態を決めている」が41.1％と最も高く、次いで「正社員として採用」は26.3％と

なっている。 

介護を機に退職した社員の再雇用制度がある事業所は16.6％、「制度はないが再雇用している」を

加えた‘再雇用している’は47.4％となっている。また、再雇用時の勤務形態は、「本人の希望によ

り勤務形態を決めている」が43.3％と最も高く、次いで「正社員として採用」は24.3％となってい

る。 

 

図表－76 出産・育児または介護を機に退職した社員の再雇用制度の有無（n=1,209） 

 

  〔出産・育児を機に退職した社員の再雇用〕     〔介護を機に退職した社員の再雇用〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－77 再雇用した社員の勤務形態 

 

  〔出産・育児を機に退職した社員の再雇用〕     〔介護を機に退職した社員の再雇用〕 

（n=666）                    （n=573） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.6%

30.8%40.1%

12.5%
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7.0%

3.1%

10.8%

77.3%

1.8%

すでに導入している

今後、導入を予定し

ている

社内で検討していき

たい

導入の予定はない

無回答

９．テレワークについて 

（１）導入状況 

◆テレワーク導入済み事業所は１割に満たない。 

 図表－78 導入状況（n=1,209） 

テレワークの導入状況をみると、「導入

の予定はない」が77.3％と大半で、「社内

で検討していきたい」が10.8％、「今後、

導入を予定している」が3.1％、「すでに

導入している」が7.0％と、導入に対して

積極的である事業所の割合は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

前回調査と比較すると、「すでに導入している」が3.5ポイント増加している。 

 

 

図表－79 導入状況（結果の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

平成27年度 (1,063)

平成29年度 (1,117)

令和元年度 (1,209)

3.1

3.5

7.0

1.4

3.8

3.1

6.7

8.8

10.8

87.7

82.5

77.3

1.1 

1.5 

1.8 

(%)

す
で
に
導
入
し
て
い
る

導
入
の
予
定
は
な
い

無
回
答

今
後
、
導
入
を

予
定
し
て
い
る

社
内
で

検
討
し
て
い
き
た
い
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業種別にみると、『金融・保険業』では「すでに導入している」が21.1％と他の業種に比べ高い。 

 

図表－80 導入状況（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

製造業 (264)

サービス業 (239)

卸売・小売業 (123)

医療・福祉 (265)

運輸業・郵便業 (114)

建設業 (58)

教育・学習支援業 (49)

飲食店・宿泊業 (35)

金融・保険業 (19)

その他 (33)
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無
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る
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で
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討
し
て
い
き
た
い
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（２）導入・実施にあたっての課題 

◆「テレワークできる仕事がない」が47.4％と最も高い。 

 

導入・実施にあたって課題としては、「テレワークできる仕事がない」が47.4％と最も高い。次

いで、「情報セキュリティ対策」(25.8％)、「労働時間の管理が難しい」(22.0％)となっている。 

 

 

図表－81 導入・実施にあたっての課題 

〔複数回答：３つまで〕（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレワークできる仕事がない

情報セキュリティ対策

労働時間の管理が難しい

導入・運用コスト

進捗管理などの業務管理が難しい

人事評価が難しい

その他

無回答

47.4

25.8

22.0

12.5

12.2

5.3

6.5

20.4

0 20 40 60 80 100 (%)



 

 74

10．ワーク・ライフ・バランスについて 

（１）ワーク・ライフ・バランスについての考え方 

◆約６割の事業所でワーク・ライフ・バランスを積極的に捉えている。 

 

 

ワーク・ライフ・バランスに対する考え方をみると、「若い世代の人材確保において、必要不可欠

な考え方である」が37.9％と最も高く、次いで「多様な経験を持つ社員の増加につながり、企業の

業績によい影響を与えると考えている」が15.5％となっている。“ワーク・ライフ・バランスに対し

て積極的”(「若い世代の人材確保において、必要不可欠な考え方である」と「多様な経験を持つ社

員の増加につながり、企業の業績によい影響を与えると考えている」、「少子化対策として有効な手

段と考えている」の合計)は59.7％となり、６割弱の事業所でワーク・ライフ・バランスを積極的に

捉えている。 

一方、“ワーク・ライフ・バランスに対して消極的”(「制度導入や運用にコストがかかるので消

極的である」と「雇用管理が煩雑になることから消極的である」、「社員の価値観は多様であり、共

感を得られにくい考え方である」、「ワーク・ライフ・バランスには全く関心がない」の合計)は

20.7％となっている。 

 

 

 

図表－82 ワーク・ライフ・バランスについての考え方（n=1,209） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.9%

15.5%

6.3%
3.0%

5.9%

9.7%

2.1%

19.8%

若い世代の人材確保において、必要不可欠な

考え方である

多様な経験を持つ社員の増加につながり、企業

の業績によい影響を与えると考えている

少子化対策として有効な手段と考えている

制度導入や運用にコストがかかるので消極的で

ある

雇用管理が煩雑になることから消極的である

社員の価値観は多様であり、共感を得られにく

い考え方である

ワーク・ライフ・バランスには全く関心がない

無回答

積極的

消極的
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ｎ

平成19年度 (796)

平成21年度 (806)

平成23年度 (934)

平成25年度 (1,092)

平成27年度 (1,063)

平成29年度 (1,117)

令和元年度 (1,209)

26.1

23.6

27.3

26.9

38.6

39.6

37.9

19.7

20.8

29.8

27.6

23.2

21.1

15.5

11.1

9.8

10.5

10.9

12.2

8.9

6.3

6.8

6.1

7.8

6.0

2.0

2.1

3.0

4.5

7.4
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4.5
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3.4

4.1

3.7

6.2

2.1

12.8

13.3

4.2

8.7

7.6
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若
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確
保
に
お
い
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必
要
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な
考
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あ
る

(%)

多
様
な
経
験
を
持
つ
社
員
の
増
加
に

つ
な
が
り
、
企
業
の
業
績
に
好
影
響

あ
り

少
子
化
対
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と
し
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有
効
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手
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と
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え
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る

制
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入
や
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用
に
コ
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が
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の
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で
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用
管
理
が
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る
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か
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消
極
的
で
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・
ラ
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に
は

全
く
関
心
が
な
い

社
員
の
価
値
観
は
多
様
で
あ
り
、
共

感
を
得
ら
れ
に
く
い
考
え
方
で
あ
る

無
回
答

前回調査と比較すると、“ワーク・ライフ・バランスに対して積極的”は、9.9ポイント減少し、

“消極的”が0.4ポイント減少した。また、「多様な経験を持つ社員の増加につながり、企業の業

績によい影響を与えると考えている」が5.6ポイント減少している。 

なお、本設問は１つ選択して回答するものであるが、複数回答の場合は“無回答”として集計して

いる。今回複数回答が多かったため、“無回答”の割合が高くなった。複数回答したもののうち、８割

近くが積極的な回答になっている。 

 

図表－83 ワーク・ライフ・バランスについての考え方（結果の推移） 
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業種別にみると、“ワーク・ライフ・バランスに対して積極的”は『金融・保険業』で約９割と特

に高い。一方で『運輸業・郵便業』、『サービス業』、『建設業』は、“積極的”が５割台と他業種に比

べ低い。 

 

 

図表－84 ワーク・ライフ・バランスについての考え方（業種別） 
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製造業 (264)

サービス業 (239)

卸売・小売業 (123)

医療・福祉 (265)

運輸業・郵便業 (114)

建設業 (58)

教育・学習支援業 (49)

飲食店・宿泊業 (35)

金融・保険業 (19)

その他 (33)
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30人以下 (149)
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従業員規模別にみると、規模が大きくなるに従い、“ワーク・ライフ・バランスに対して積極的”

が高くなる傾向がみられる。 

図表－85 ワーク・ライフ・バランスについての考え方（従業員規模別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランスに対する考え方と直近の売上高の関係をみると、『ワーク・ライフ・バ

ランスに対して積極的』な事業所では、売上高が“増加した”（「大幅に増加した」と「やや増加し

た」の合計）が45.6％、“減少した”（「やや減少した」と「大幅に減少した」の合計）が25.1％と

なっている。 

一方、『ワーク・ライフ・バランスに対して消極的』な事業所では、同じく売上高が“増加した”

が39.7％、“減少した”が32.9％となっている。 

図表－86 売上高（ワーク・ライフ・バランスについての考え方別） 
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（２）ワーク・ライフ・バランスの推進について行政に望む支援や制度 

◆「取組を推進する企業への助成」への要望が最も高い。 

 

 

ワーク・ライフ・バランスの推進について行政に望む支援や制度としては、「取組を推進する企業

への助成」が43.7％と最も高く、次いで、「社会的機運の醸成」（36.4％）、「推進する企業への税制

面での考慮」（35.6％）、「セミナーの実施や情報提供」（28.0％）となっている。 

一方、「推進する企業への入札参加資格審査における加点評価」（4.9％）、「推進する企業への表彰」

（7.7％）は１割未満と低くなっている。 

 

 

図表－87 ワーク・ライフ・バランスの推進について行政に望む支援や制度 

〔複数回答：あてはまるものすべて〕（n=1,209） 
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４章 その他自由意見 

 自由記述欄に寄せられた主な意見を分類した。主な意見は以下の通り。 

 

 

前向きなご意見 

 現在、弊社に在籍している社員は年齢層が高く、今後介護休暇の取得を申し出てくる者が増える

と思われる。その際、取得する者が遠慮することのないような社内の雰囲気づくりから取り組ん

でいきたいと思う。（建設業／31～50人） 

 

 企業の人事関係等の担当者を対象にしたセミナーや勉強会、情報交換会等他社の成功事例や抱え

ている問題などを知り、共有できる機会がもっとあればと思う。（製造業／301人以上） 

 

 働き方改革はとても良いと思う。仕事も人生も楽しくでき、人生１００年になりつつあるので長

く働ける様になれば良いと思う。定年の年令をひきあげてほしい。（サービス業／101～200人） 

 

 有給休暇年５日取得義務化は“休む”と言った意味では非常に大きな事で、評価すべき制度と思

う。希望としては年１０日取得の義務にしても良いのではないかと思う。（医療・福祉／30人以下） 

 

 組合とも協力し、残業時間の削減や有休取得率の向上に努めている。全社でワークライフバラン

ス推進の組織をつくり、事業所でも独自の活動をおこなっている。（製造業／301人以上） 

 

運用する上での課題 

 販売職の女性の時短終了後の離職が目立つ。保育・学童の時間がフレキシブルに対応してもらえ

ると良いと思う。（販売の為、勤務時間が遅いので）。小学校４年からの学童に入れず困っている

社員もいるため、コミュニティの中で預けられる様な社会的システムが必要かと思う。（保育園・

学童以外で）（ホストファミリー的な）。（卸売・小売業／51～100人） 

 

 同一労働同一賃金は実現できないと思う。派遣先はコストが安く済むため派遣スタッフを使い続

け、派遣元としてはどうすることもできない。本気で実現させたいのであれば、詳細に実態調査

をしてから、派遣先企業に賃金アップを承諾してもらう必要がある。（その他／201～300人） 

 

 働かせない方向性に向かっているが、一方で働きたい人もいる事を理解してほしい。特例を作ら

ないと、無理なＷワーク等にもなりかねない。自身の会社が、休んで良い制度でも、取引先が休

んでおらず結局仕事をしている。業種にもよるが、難しい事が山積している。（サービス業／51～

100人） 
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国・県の取組み 

 働き方改革やワーク・ライフ・バランスはこれからの日本にとって重要不可欠であることは、認

識しているが、中小企業にとって問題なのは、人員が不足していることである。大手企業も当然

人員不足なので裾野を拡大して採用している。そうなると、中小企業に応募する者はますます制

限されてくる。又、採用しても条件が良い企業に転職するという負のスパイラルが働いてしまう。

行政の制度は中小企業の実態を無視していると感じてしまう。更に時間外労働の規制も、大手よ

り基本賃金の低い中小企業にとっては締め付けにしか感じられない。行政はもっと日本を支えて

いる中小企業に優しい政策を施行してもらいたい。（運輸業・郵便業／201～300人） 

 

 我々物流の中小企業は下流であり、上流から変わなければ、全てのしわ寄せが下流に来る。働き

方改革により納品先、量販店は更にジャストインタイム納期がきびしくなり、物流はよりタイト

なスケジュールで作業をしなくてはならない。まさしく悪循環である。サプライチェーンの販売

（仕入先）こそ、国が動き、納期リードタイムの考え方を正さなければならない。（サービス業／

101～200人） 

 

 一律の方針や政策には、どうしても違和感を覚える。日本の大半の中小・零細企業にとって、「働

き方改革」はかなりの負荷になっていくと思う。かといって、大企業が完全に受け入れて実行し

ていけば、ますます、中小とのギャップが拡がり、若い人材が採用できない・しにくいというジ

レンマを感じている。中小・零細企業に寄りそった政策を考えてほしい。（サービス業／51～100

人） 

 

 当事業所は、介護老人福祉施設であり、主たる収入は、介護保険制度に基づくものである。働き

方改革や、ワーク・ライフ・バランスは推進すべきであり、当事業所しても進めてはいる。しか

しながら、事業経営からみれば、拡充すればするほど経費のかかることである。厚生労働省とし

て、労働者のメリットのみ＝一面のみを推進するのではなく、収支の面全体に対する対策・制度

設計をお願いしたい。キレイごとだけで推進すれば、事業として成立しない業種がでてくるのは

明らかである。（医療・福祉／51～100人） 

 

 働き方改革の機運が高まる割に、行政のサポートがアドバイザリーどまりで、具体的な援助につ

ながっておらず、職員の職き方改革への知識を期待だけ高め、企業側が実施するには、経営を圧

迫する事になりやすい。短時間勤務や休みを多くして就労する為には、特に私たちの様な保育園

ビジネスなどは、対象の職員が休みの時にすぐに代替職員の採用が必要だが、臨時的雇用を受け

入れてくれる職員ばかりの採用は現実的には不可能に等しい。臨時職員派遣事業や、もともと余

剰人員を抱える為の優遇措置など、育児、介護休暇を取得しやすくする為の補助金等を行政は検

討するべき。（教育・学習支援業／51～100人） 
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取り組めない要因 

 日給月給のため、時間外及び出勤日を多くすることにより収入を確保している。残業が減ると生

活に支障を来たすことになり、しかし時給をあげることも出来ない。発注者から増額は出来ない。

健康管理を適切に実施すれば、残業の上限をひきあげることを要望します。（サービス業／101～

200人） 

 

 働く側の権利意識、主張が強く、人手不足。事業所の収入は限られている中、年々人件費や他の

経費も増加。事業所や企業がこれではもたない。経営側の立場も考えてほしい。余裕がなさすぎ

る。昔からの長だけ給与を高額にとり、全く仕事をしない。（医療・福祉／31～50人） 

 

 全ての職種にあてはまらない。会社内だけの仕事ではないので取引先が残業をすればその現場に

いる場合おのずと残業となる。途中で時間だからと帰れない、帰れば取引停止になる。世の中ホ

ワイトカラーだけではない。（サービス業／51～100人） 

 

 経営者・幹部等の上層部の意識が変わらない限り、企業として取組が進まない（卸売・小売業／

301人以上） 

 

 地域柄、若い人が少なく都会に就職する方も多い。人員や人材が不足する中で、ワーク・ライ

フ・バランスの取組は必要だと考えるが、取組に必要なコストもすべて企業持ちでは、中小企業

にとっては経営的に厳しい。（医療・福祉／51～100人） 

 

 人手不足の問題が大半を占めている。年々上がる税金、働きたくても扶養範囲を超えてしまうの

で働けないと「パートさん」たちはとても困っている。扶養範囲を超えて働いても個人と会社に

対する税金の増加で、結局は手取りの給与が減ってしまう現状に直面すると、一生懸命働く人が

バカを見ることになってしまい、本当に困っている。賃金を上げても税金で持っていかれてしま

う現状は労働者も、会社も苦しめているだけ。（卸売・小売業／30人以下） 

 

 現在の施策はある程度の理解はしているが、製造業の目線では生産性が落ちない様、人員を増加

させると収益が下がる試算をしている。中小企業はいくつかの制度が数年後ろになるが、人員確

保も課題となるため先行きが不安とする従業員も多くいる。（特に賃金の低下）。様々な意見があ

ることは承知しているが、選択していける働き方の方が社員ならびに労働者にとって良いのでは

ないか。（製造業／101～200人） 
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５章 調査から見えてきたこと 

 

 ワーク・ライフ・バランスに関する企業の現状や抱える課題について、今回の調査結果や経年変化

等を踏まえて、以下のように整理した。 

 

（１）働き方改革関連法の「年５日の年次有給休の取得の義務化」、「時間外労働の上限規制」の内

容については大半に浸透している。 

「年５日の年次有給休の取得の義務化」が96.8％と最も高く、次いで、「時間外労働の上限

規制」(93.7％)、「不合理な待遇差の解消（同一労働同一賃金）」（83.4％）、「月60時間残業の

割増賃金率引上げ」（80.4％）までが８割以上となっている。一方で「高度プロフェッショナ

ル制度」は47.5％と半数に達していない(図表-4)。 

 

（２）「時間外労働の上限規制」への取組は、「時間外労働協定（36協定）の締結」が７割弱で実施

（予定）されている。 

「時間外労働の上限規制」への取組（予定を含む）としては、「時間外労働協定（36協定）

の締結」が77.4％と最も高く、次いで「適正な人員配置・人員増強」（68.0％）、「入退時間の

システム管理（タイムカード・パソコン管理など）」（65.1％）となっている(図表-12)。 

 

課題は、「人員の不足」と「時期により業務が過度に集中する」。 

「時間外労働の上限規制」に対する課題としては、「人員の不足」が57.4％と最も高く、次

いで「時期により業務が過度に集中する」（52.5％）、「特定の社員へ業務が集中する」（41.4％）

となっている(図表-14)。 

 

（３）「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」への取組は、「年次有給休暇の計画的付与の実施」

が６割台半ばで実施されている。 

「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」への取組としては、「年次有給休暇の計画的付与

の実施」が64.2％と最も高く、次いで「半日単位など柔軟な有給休暇取得制度」（56.5％）、

「経営者による有給休暇の取得奨励」（36.9％）、「適正な人員配置・人員増強」(35.1％)と

なっている(図表-21)。 

 

課題は、「人員の不足」。 

「年５日の年次有給休暇の取得の義務化」に対する課題としては、「人員の不足」が59.0％

と最も高く、次いで「特定の社員へ業務が集中する」（38.0％）、「取引先への急な対応」

（18.4％）となっている(図表-24)。 

 

（４）不合理な待遇差の解消（同一労働同一賃金）への取組は、「非正規社員の基本給や手当等の

処遇改善」が４割台半ばで実施されている。 

「同一労働同一賃金」の導入への取組としては、「非正規社員の基本給や手当等の処遇改善」

が46.5％と最も高く、次いで「非正規社員の正社員化」（33.2％）、「就業規則や人事制度等の

見直し」（32.6％）となっている(図表-31)。 
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課題は、「同一労働の判断が難しい」。 

「同一労働同一賃金」の導入への課題としては、「同一労働の判断が難しい」が58.4％と最

も高く、次いで「増加した人件費等への原資がない」（29.2％）、「就業規則や人事制度等の見

直しに対応できる人材の不足」（20.9％）、「制度の内容が分かりづらい」（20.8％）となってい

る(図表-34)。 

 

（５）女性が活躍できる職場づくりへの取組は８割の事業所で進んでおり、女性管理職がいる割合

は８割と過去最高となった。 

①女性管理職のいる事業所の割合は80.3％と過去最高となった。 (図表-38)。 

②女性が活躍できる職場づくりへの取組としては、79.6％が何らかの取組を行っており、その中

では、「意欲と能力のある女性を積極的に採用・登用」が54.5％と最も高く、次いで「能力主

義的な人事考課の実施」(34.7％) 、「仕事と家庭の両立支援の実施」(32.5％)となっている。 

(図表-41)。 

 

課題は、「結婚、出産、子育て等により業務への支障、退職等が懸念される」と「昇進意欲の

向上など女性社員の意識改革」。 

女性の活躍を進めていく上での課題としては、「結婚、出産、子育て等により業務への支障、

退職等が懸念される」が44.9％と最も高く、次いで、「昇進意欲の向上など女性社員の意識改

革」(37.6％)、「両立支援へのサポートや代替要員の確保」（35.4％）となっている(図表-42)。 

 

（６）シニア社員が活躍できる職場づくりに向けた取組は、９割弱の事業所で実施している。 

 シニア社員が活躍できる職場づくりに取組んでいる事業所は88.7％で、その中では、「知識、

経験などを活用できる配置」が51.6％と最も高く、次いで、「体力低下に配慮した作業・業務

工程・設備の見直し」(41.9％)、「勤務時間の弾力化」(39.8％)、「能力に応じた人事評価・賃

金制度の見直し」(37.4％)となっている(図表-45）。 

 

課題は、「健康上の不安」が７割弱。 

シニア社員が働く上で何らかの課題があると感じている事業所は88.2％。その中では「健康

上の不安」が68.3％で最も高く、次いで「作業での安全確保、業務効率の維持」（36.4％）、

「モチベーションの低下」（31.8％）となっている(図表-46)。 

 

（７）パワーハラスメントの相談や苦情は、全事業所の２割を超えて発生している。 

 ハラスメントに関する相談や苦情をみると、パワーハラスメントについて“相談や苦情があ

る”（しばしば＋ときどき相談や苦情がある）は24.7％、セクシャルハラスメントは9.1％、マ

タニティーハラスメントは0.7％となっている(図表-49)。ハラスメント防止に向けた取組とし

て「就業規則等にハラスメント禁止を明記」、「事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関

等 の設置」は、「セクシャルハラスメント」では７割以上、「パワーハラスメント」では６割

以上、「マタニティーハラスメント」では５割以上の実施となっている(図表-48）。 

 

（８）仕事と育児・介護の両立支援は、制度の規定化とあわせて、利用を促していく必要がある。 

①「育児休業制度」は92.1％の事業所で規定化され、平成23年度以降90％台で推移している(図

表-50）。 
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②男性の育児休業の取得率は、12.0％と過去最高となった(図表-54）。 

③育児休業中の業務対応としては、「同一職場内での業務分担」が67.2％（図表-56）。 

④男性従業員の育児休業の取得を進める上での課題は、「代替要員の確保など人員の不足」が

64.7％(図表-57）。 

⑤女性の就労傾向は、「結婚・出産を経ても、働き続ける傾向にある」が67.2％(図表-58）。 

⑥「介護休業制度」は、90.3%の事業所で、「介護休暇制度」は、88.0%の事業所で規定化されて

いる(図表-63）(図表-64）。 

⑦出産・育児を機に退職した元社員の「再雇用制度」の整備率は18.1％、介護を機に退職した元

社員の「再雇用制度」の整備率は16.6％(図表-74)。 

⑧「育児中の社員に対する配慮」に関する制度の整備率は、「短時間勤務制度」が68.2%と最も高

く、次いで、「深夜勤務の制限」(53.8％)、「配偶者出産休暇制度」（51.0％）、「所定外労働を

させない制度」（48.7％）、「始業・終業時間の繰上げ・繰下げ」（47.7％）となっている(図表-

61）。 

⑨「介護中の社員に対する配慮」に関する制度の整備率は、「短時間勤務制度」が54.9%と最も高

く、次いで、「深夜勤務の制限」(44.9％)、「所定外労働をさせない制度」（42.5％）、「始業・

終業時間の繰上げ・繰下げ」（39.0％）、「家族の看護休暇制度」（38.3％）となっている (図表

-72）。 

⑩「テレワーク」は、「導入の予定はない」が77.3％と大半で、「社内で検討していきたい」が

10.8％、「今後、導入を予定している」が3.1％、「すでに導入している」が7.0％と、導入に対

して積極的である事業所の割合は少ない(図表-76）。 

 

仕事と育児・介護の両立をはかるための課題は、「介護休業・休暇取得者の代替要員の確保な

ど人員の不足」。 

介護と仕事の両立を図るための課題としては、「介護休業・休暇取得者の代替要員の確保な

ど人員の不足」が70.5％と最も高く、次いで、「従業員に介護休業・休暇取得の意識がない」

(22.1％)、「所得減や昇進への影響の懸念」(21.4％)となっている(図表-70)。 

 

（９）「ワーク・ライフ・バランス」に対して積極的な事業所は、今回調査において59.7％と、前

回に比べ9.9ポイント減少した。消極的な事業所は増えていないものの、「多様な経験を持つ社

員の増加につながり、企業の業績によい影響を与えると考えている」が5.6ポイント減少。 

①積極的な事業所は、今回調査において59.7％と、9.9ポイント減少し、“消極的”が0.4ポイン

ト減少した。なお、本設問は１つ選択して回答するものであるが、複数回答の場合は“無回答”

として集計している。今回複数回答が多かったため、“無回答”の割合が高くなった。複数回

答したもののうち、８割近くが積極的な回答になっている。(図表-83）。 

②行政に望む支援や制度は、「取組を推進する企業への助成」が43.7％と最も高く、次いで、「社

会的機運の醸成」（36.4％）、「推進する企業への税制面での考慮」（35.6％）となっている(図

表-85）。 
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